
献　

血

日　

程　
２
月
28
日
㈭

・
午
前
10
時
～
正
午

　

松
尾
Ｉ
Ｔ
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
午
後
２
時
～
４
時

　

道
の
駅
オ
ラ
イ
は
す
ぬ
ま

問
　
健
康
支
援
課
保
健
予
防
係

☎
０
４
７
９
（80）
８
３
８
３

幼
稚
園
を
開
放
し
ま
す

幼
稚
園
へ
遊
び
に
来
ま
せ
ん
か
？

場　

所
・
開
放
日

成
東
幼
稚
園　

２
月
５
日
㈫

鳴
浜
幼
稚
園　

２
月
５
日
㈫

緑
海
幼
稚
園　

２
月
６
日
㈬

む
つ
み
の
お
か
幼
稚
園

　
　
　
　
　
　

２
月
21
日
㈭

日
向
幼
稚
園　

２
月
27
日
㈬

時　

間　

午
前
９
時
半
～
11
時
半

　
　
　
　
（
雨
天
実
施
）

※
親
子
と
も
、
汚
れ
て
も
か
ま
わ
な
い

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ

い
（
出
来
れ
ば
着
替
え
の
衣
類
を
ご

用
意
く
だ
さ
い
）

※
保
護
者
の
責
任
の
も
と
で
の
参
加
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
　
学
校
教
育
課�

☎
（80）
１
４
４
２

軽
自
動
車
の
廃
車
・
変
更
手
続
き

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

廃
車
や
名
義
変
更
を
し
た
い
バ
イ
ク

や
軽
自
動
車
が
あ
る
方
は
、
早
め
の
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
転
出
な
ど
で
定
置
場
（
主
に

置
く
場
所
）
が
変
わ
っ
た
場
合
も
、
住

所
変
更
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
　
○
山
武
市
ま
た
は
旧
町
村
ナ
ン
バ
ー

（
原
付
、
農
耕
用
車
両
等
）

課
税
課
市
民
税
係�

☎
（80）
１
２
８
１

○
千
葉
・
成
田
ナ
ン
バ
ー
（
軽
二
輪
・
小

型
二
輪
〈
１
２
５
㏄
を
超
え
る
も
の
〉）

千
葉
運
輸
支
局

☎
０
５
０
（
５
５
４
０
）
２
０
２
２

○
千
葉
・
成
田
ナ
ン
バ
ー
（
軽
四
輪
）

軽
自
動
車
検
査
協
会
千
葉
事
務
所

☎
０
４
３
（
２
４
５
）
０
１
６
３

農
地
の
違
反
転
用
は
、
絶
対
に
や
め

ま
し
ょ
う

①
農
地
法
の
許
可
を
受
け
ず
、
農
地
以

外
の
用
途
に
使
用
し
て
い
る
場
合

は
、
違
反
転
用
と
な
り
ま
す
。

②
農
地
を
埋
立
す
る
場
合
も
、
届
出
や

許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

③
違
反
転
用
し
た
事
業
者
、
土
地
所
有

者
（
地
主
）
も
違
反
転
用
と
な
り
、

厳
し
い
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

農
地
を
狙
っ
た
「
甘
い
誘
い
」
に
は
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

事
業
者
「
資
材
置
き
場
に
し
た
い
の
で

○
○
万
円
で
貸
し
て
く
だ
さ
い
」

地　

主
「
資
材
置
き
場
な
ら
貸
し
ま

し
ょ
う
（
こ
ん
な
に
お
金
が
も
ら
え

る
な
ら
…
）」

し
か
し
、
そ
の
後
、
地
主
は
、
農
地

の
違
反
転
用
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
ほ

か
、
産
業
廃
棄
物
の
堆
積
違
反
な
ど
の

対
象
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
違
反
転
用
し
た
事
業
者
が
行

方
不
明
に
な
る
と
、
残
さ
れ
た
産
業
廃

棄
物
は
、
地
主
が
撤
去
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

問
　
農
業
委
員
会
事
務
局☎

（80）
１
２
４
１

国保ミニミニ話⑦

医療機関の窓口で支払うのは 
医療費の一部です

皆さんが病気などで医療機関にかかるとき保険証を提
示し、受診後に医療費を支払いますが、これは自己負担
分で医療費の一部（１割～３割）です。残りの医療費は
医療機関が保険者（国保・保険組合など）に請求してい
ます。

医療機関に支払う保険者の財源には、皆さんが納める
保険税が充てられていますので、大切に使いましょう。

ところで、小さなお子さんが医療機関にかかるとき、
市町村が発行する「子ども医療費助成受給券」を窓口に
提示すると、自己負担金が０円あるいは３００円ですむ
こともあります。この医療費はだれが負担しているかご
存知ですか。

本来の自己負担分は「乳幼児医療費助成」により市町
村が、残りは保険者が負担をしています。時間外や深夜
の受診は、６歳未満ではその割増金額も大きくなり、医
療費の大部分を負担する保険者の財政を圧迫します。不
要不急の受診はなるべく避けるよう心がけ、上手に医療
機関を利用しましょう。
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農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か
？

～
し
っ
か
り
積
み
立
て
、
が
っ
ち
り
サ

ポ
ー
ト
、
安
心
で
豊
か
な
老
後
を
～

平
成
14
年
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ

た
農
業
者
年
金
は
、
独
立
行
政
法
人
農

業
者
年
金
基
金
法
関
係
法
令
に
よ
り
安

全
に
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

農
業
者
の
方
な
ら
広
く
加
入
で
き
、

少
子
高
齢
化
に
強
い
積
立
方
式
（
確
定

拠
出
型
）
の
終
身
年
金
で
、
保
険
料
額

は
自
由
に
決
め
ら
れ
、
80
歳
ま
で
の
保

証
付
き
で
す
。

保
険
料
全
額
社
会
保
険
料
控
除
な

ど
、
税
制
面
で
の
優
遇
措
置
、
意
欲
の

あ
る
担
い
手
に
は
政
策
支
援
…
と
、
農

業
者
年
金
は
農
業
従
事
者
に
と
っ
て
、

老
後
の
心
強
い
味
方
で
す
。

①
加
入
要
件

60
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
１
号
被
保

険
者
で
、
農
業
従
事
日
数
が
60
日
以
上

の
方
。
農
地
所
有
の
要
件
な
し
。

②
積
立
（
確
定
拠
出
型
）
方
式
の
年
金

自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運

用
益
に
よ
り
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が

決
ま
る
、
加
入
者
数
・
受
給
者
数
に
左

右
さ
れ
な
い
安
定
し
た
制
度
。

③
保
険
料
額
は
自
由

毎
月
の
保
険
料
は
２
万
円
か
ら

６
万
７
千
円
ま
で
の
間
で
、
自
由
（
千
円

単
位
）
に
決
め
ら
れ
、
見
直
し
も
可
能
。

④
終
身
年
金
80
歳
ま
で
保
証

年
金
は
亡
く
な
る
ま
で
受
け
取
れ
ま

す
が
、
仮
に
加
入
者
・
受
給
者
が
80
歳

前
に
亡
く
な
っ
た
場
合
で
も
80
歳
ま
で

の
受
給
予
定
額
（
老
齢
年
金
の
現
在
価

値
に
相
当
す
る
額
。
後
述
政
策
支
援
は

除
く
）
を
遺
族
へ
支
給
。

⑤
税
制
面
の
メ
リ
ッ
ト

納
め
た
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
。
保
険
料
年
額
24
万
円
・

課
税
対
象
所
得
２
百
万
円
の
場
合
（
税

率
20
％
）
４
万
８
千
円
の
節
税
に
！
ま

た
、
年
金
資
産
運
用
益
は
非
課
税
扱

い
、
将
来
受
け
取
る
年
金
も
公
的
年
金

等
控
除
が
適
用
（
65
歳
以
上
公
的
年
金

額
１
２
０
万
円
ま
で
は
全
額
控
除
）。

⑥
担
い
手
に
は
保
険
料
の
国
庫
補
助

20
年
以
上
の
保
険
料
納
付
期
間
が
見

込
め
る
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
者
な

ど
、
意
欲
あ
る
担
い
手
に
は
、
国
の
保

険
料
助
成
（
政
策
支
援
）
が
あ
り
ま
す
。

（
詳
し
い
条
件
は
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。）

問
　
農
業
委
員
会
事
務
局☎

（80）
１
２
４
１

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金

Ｈhttp://w
w
w
.nounen.go.jp/

（
Ｈ
Ｐ
で
試
算
が
で
き
ま
す
。）

『山武市まちづくり報告書』を公開
問　企画政策課政策推進係　☎（８０）１１３２

平成20年３月に策定しました『山武市総合計画』に基づき、まちづくりのめざす姿を28の施策と108の基本事
業に体系化し、『山武市まちづくり報告書』として公開します。

この『まちづくり報告書』は、計画の３要素である「何を」「いつまでに」「どこまで」進めていくのか、また、
進んでいるのか明確に示すために設定した252の「成果指標値」の推移から、まちづくりの達成状況を市民の皆
さまにお知らせするものです。
『まちづくり報告書』は、市ホームページに掲載しているほか、市役所２階企画政策課、各出張所、各図書館

でも閲覧できますのでご覧ください。
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